
１ 対象者 伊達市内にある中小企業・個人事業主

２ 対象事業

（１）生産性向上につながる設備導入・更新

製造・加工機械、業務用機器、厨房機器など

（２）業務効率化につながるIT設備等の導入

POSシステム、在庫管理システム、顧客管理システム、

キャッシュレス決済端末、業務効率化ソフトウェアなど

（３）コスト削減につながる省エネ設備の導入

LED照明設備、省エネルギー型空調設備など

３ 補助額 経費の３分の２を補助　補助上限100万円　下限20万円

４ 申請期間 令和８年５月１日(金)～令和８年11月30日(月)

５ 問合せ・申請先　伊達市商工会、保原町商工会

※本事業は物価高騰対策事業です

問合せ
産業部商工観光課

電話　024-573-5632
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伊達市中小企業生産性向上設備投資応援補助金について

　物価高騰や人件費上昇が続く中、市内事業者の「生産性向上」、「業務効率化」、

「省エネ化」を支援するため、設備投資にかかる費用の一部を補助します。これによ

り、従業員の労働環境の改善、または事業の安定的な継続・将来的な雇用の創出につ

なげます。

合併20周年！


